












  

令和 7年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業 

(国)152 外門型標識定期点検業務に関する特記仕様書 

 

 

 本業務に適用する仕様書は、『浜松市門型標識定期点検業務仕様書』(以下仕様書という。)と

し、その後の改訂も含むものとする。 

 

 １．本業務で実施した門型標識の点検・診断結果は、道路施設点検・診断判定会議資料として

令和 8年 6月までに作成し、委託者に提出すること。 

 

 ２．道路施設点検・診断判定会議の結果を受けた報告書については、業務完了時の打合せに成

果として提出すること。 

 








